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令和4年度診療報酬改定の概要
（医療的ケア児関連の主な改定事項）

【暫定版】

厚生労働省保険局医療課

※ 本資料は現時点での改定の概要をご紹介するためのものであり、算定要件・施設基準等の詳細については、今
後正式に発出される告示・通知等をご確認ください。

2月9日時点版



医療的ケア児等に関わる主治医と学校医との連携

診療情報提供料（Ⅰ）注７における情報提供先に、保育所や高等学校等を追加する。
小児慢性特定疾患やアレルギー疾患を有する児童が安心して安全に学校等に通うことができるよう、
診療情報提供料（Ⅰ）注７における対象患者に、小児慢性特定疾病支援及びアレルギー疾患を有す
る患者を追加する。

診療情報提供料（Ⅰ）の見直し診療情報提供料（Ⅰ）の見直し

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－７ 地域包括ケアシステムの推進のための取組－① Ⅲ－４－5 難病患者に対する適切な医療の評価－⑤

改定後

【診療情報提供料（Ⅰ）】
注７ 保険医療機関が、児童福祉法第６条の２第３項に規定する
小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者、同法第56条の
６第２項に規定する障害児である患者又はアナフィラキシー
の既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、
診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患
者が通園又は通学する同法第39条第１項に規定する保育所又
は学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校
（大学を除く。）等の学校医等に対して、診療状況を示す文
書を添えて、当該患者が学校生活を送るに当たり必要な情報
を提供した場合に、患者１人につき月１回に限り算定する。

現行

【診療情報提供料（Ⅰ）】
注７ 保険医療機関が、児童福祉法第56条の６第２項に規定する
障害児である患者について、診療に基づき当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者が通学する学校教育法（昭和
22年法律第26号）第１条に規定する小学校、中学校、義務教
育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部
若しくは中学部の学校医等に対して、診療状況を示す文書を
添えて、当該患者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提
供した場合に、患者１人につき月１回に限り算定する。

［情報提供先の追加］
・保育所、認定こども園等、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
中等教育学校の前期課程、後期課程、高等学校、特別支援学校の幼稚部、
小学部、中学部、高等部等

［対象患者の追加］
・児童福祉法第56条の６第２項に規定する障害児である患者
・児童福祉法第６条の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対
象である患者

・アナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者

［情報提供先］
・小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学
校の小学部、中学部

［対象患者］
・児童福祉法第56条の６第２項に規定する障害児である患者
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医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏まえ、医療機
関と薬局の連携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病棟における退院時の当
該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供した場合の評価を新設する。

小児入院医療管理料１～５
（新） 退院時薬剤情報管理指導連携加算 150点（退院時１回）

［対象患者］
・ 小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している

◆ 小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者
◆ 医療的ケア児である患者

［算定要件］
・ 当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、

退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を
得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、所定点数に加算する。

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－４－６ 小児医療、周産期医療、救急医療の充実－⑦ 2月9日時点版
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医療的ケア児に対する薬学的管理の評価

保険薬局において、医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的
管理及び指導を行った場合の評価を新設する。

［算定対象］
児童福祉法第56条の６第２項に規定する障害児である患者

【服薬管理指導料】

（新） 小児特定加算 350点
［算定要件］
調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した

上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、
かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合に加算する。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】

（新） 小児特定加算 450点
［算定要件］
患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合

に加算する。

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－４－６ 小児医療、周産期医療、救急医療の充実－⑧

※ かかりつけ薬剤師指導料についても同様。

※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
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胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等への支援

胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分な情報提供及び必要なケ
アを切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を
実施した場合について、新たな評価を行う。

総合周産期特定集中治療室管理料
（新） 成育連携支援加算 1,200点（入院中１回に限る）

［対象患者］
総合周産期特定集中治療室管理料を算定する病室に入院する患者であって、胎児が重篤な状態であると診断された、

又は疑われる妊婦。

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、

胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社
会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、入院中１回に限り、所定点数に加算する。

［施設基準］
妊婦及びその家族等に対して必要な支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－４－６ 小児医療、周産期医療、救急医療の充実－⑬

出産後妊娠中

・入退院支援加算３
・診療情報提供料（Ⅰ）
・退院時共同指導料１・２

・（新設）成育連携支援加算

出産
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